
匿名加工情報の利用に係る利用料等を定める件 

 

                           平成３０年２月２６日 

                           達 第 ２ ０ 号 

 

改正 令和 ４年 ３月２５日達第２０号 

改正 令和 ５年 ３月１６日達第１８号 

 

（総則） 

第１条  匿名加工情報に係る事務処理要領（平成３０年２月２６日要領第２号）の第１６

条に定める利用料の額等については、この達の定めるところにより実施する。 

 

（匿名加工情報の利用に係る利用料） 

第２条 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）

第１１５条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法

第１１９条第３項の規定により納付しなければならない利用料の額は、２１，０００円

に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。 

（１）行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間１時間までごとに３，９５０円 

（２）行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託をす

る場合に限る。） 

 

（作成された匿名加工情報の利用に係る利用料） 

第３条 法第１１８条第２項において準用する法第１１５条の規定により、行政機関等匿

名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第１１９条第３項の規定により納付し

なければならない利用料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関

する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）次号に掲げる者以外の者 法第１１５条の規定により当該行政機関等匿名加工情報

の利用に関する契約を締結する者が法第１１９条第１項の規定により納付しなければ

ならない利用料の額と同一の額 

（２）法第１１５条（法第１１８条第２項において準用する場合を含む。）の規定により

当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 １２，６００円 

 

（利用料の納付方法） 

第４条 匿名加工情報の利用に係る利用料の納付方法は、次のいずれかの方法によること

とする。 

（１）窓口（企画部情報公開広報課。以下同じ。）における現金納付 

（２）窓口が指定する銀行口座への振込  

 

（出納員の設置） 



第５条 企画部情報公開広報課に出納員（会計機関の指定等に関する件（平成１５年達第

３６号）第４条に規定するものをいう。以下同じ。）を置き、現金の取扱いの事務を担

当することとする。 

 ２ 出納員は、企画部情報公開広報課に勤務する職員のうち、情報公開の事務を担当する

職員をもって充てる。 

 

附 則 

 この達は、平成３０年２月２６日から施行する。 

  

   附 則（令和４年３月２５日達第２０号） 

  この達は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和５年３月１６日達第１８号） 

  この達は、令和５年４月１日から施行する。 


